
   

第５回 木曽川文化圏市町合併協議会 
 

と き 平成１５年８月８日（金） 
午後１時から    

ところ  各務原市産業文化センター  
３階 特別会議室 

 
１． 開 会 
 
２． 会長あいさつ 
 
３． 議 題 
   〈報告事項〉 
         報告第１１号 木曽川文化圏市町合併協議会委員の変更について 

報告第１２号 新市建設計画策定にかかるアンケート調査について  
   〈継続協議事項〉 
     協議第１５号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

〈協議事項〉 
協議第１９号 交通関係事業（コミュニティバス）の取扱いについて 
協議第２０号 条例、規則等の取扱いについて 
協議第２１号 町名、字名の変更について 
協議第２２号 建設関係事業（都市計画）の取扱いについて 
協議第２３号 友好都市提携・国際交流事業（都市交流）の取扱いについ

て 
協議第２４号 広報広聴関係事業の取扱いについて 
協議第２５号 国民健康保険事業の取扱いについて  

 
４． そ の 他 

〈確認事項〉 
○地方税の取扱いについて（協議第１８号） 
○「合併協議項目」の協議状況について   
○第６回以降の合併協議会開催日程等について 
 

５． 閉  会 



報 告 事 項 

第５回 木曽川文化圏市町合併協議会 



報告第１１号 

 
木曽川文化圏市町合併協議会委員の変更について 
 

 

 

選出市町 区分 新委員名 旧委員名 

川島町 
２号委員 

（議会選出） 尾関
おぜき

 益男
ますお

    川瀬
か わ せ

 勝
かつ

秀
ひで

 

 



　　

（敬称略）

氏  名 ふりがな 選出市町 区  分 備  考

森　　真 もり　しん 各務原市 会長

野田　敏雄 のだ　としお 川島町 副会長

横山　隆一郎 よこやま　りゅういちろう 各務原市 ２号委員

白木　博 しらき　ひろし 各務原市 ２号委員

尾関　益男 おぜき　ますお 川島町 ２号委員

野田　功 のだ　いさお 川島町 ２号委員

松田　之利 まつだ　ゆきとし 共通 ３号委員

広瀬　利和 ひろせ　としかず 共通 ３号委員

星野　鉃夫 ほしの　てつお 各務原市 ３号委員

長谷川　匡一 はせがわ　きょういち 各務原市 ３号委員

武藤　孝子 むとう　たかこ 各務原市 ３号委員

松原　史尚 まつばら　ふみたか 各務原市 ３号委員

小島　武 こじま　たけし 川島町 ３号委員

苅谷　彰三 かりや　しょうぞう 川島町 ３号委員

村井　宏行 むらい　ひろゆき 川島町 ３号委員

田中　露美 たなか　つゆみ 川島町 ３号委員

小森　利八郎 こもり　りはちろう 各務原市 １号委員

横山　勝利 よこやま　かつとし 川島町 １号委員

木曽川文化圏市町合併協議会委員名簿 平成15年8月8日現在

資料１【報告第11号関連】



報告第１２号 

新市建設計画策定にかかるアンケート調査について 
 
 
（１）目的 
    木曽川文化圏市町合併協議会では、新市建設計画策定にあたり、下記の目的で

住民アンケートを実施する。 
 
 合併に関する住民の意向把握が主目的であるとともに、アンケートを行うこ

とにより合併への住民理解の深まりやＰＲ効果を間接的に期待するものであ

る。 
＜意向把握の観点＞ 
■行政サービスへの満足度の把握     ⇒問題点・課題検討に活用 
  行動範囲の把握   →魅力ある地域づくりと都市機能の棲み分け 
■将来イメージ、重視すべき施策の把握  ⇒将来像、重点事業検討に活用 
 

 

（２）調査仕様 
・調査対象 ： 各務原市・川島町に在住する 18 歳（基準日８月１日）以上の住

民 
・抽出方法 ： 各務原市、川島町の全世帯の１割を目処に１世帯１人の条件で、

住民基本台帳より無作為抽出 
・調査方法 ： 郵送による発送・回収 
・サンプル数： ５，１００ 
・集計方法 ： 単純集計、属性別クロス集計、必要に応じて項目間クロス集計 
・分析方法 ： 単純集計を基本とし、属性別、項目別クロス集計による分析 
・調査期間 ： スケジュール 

① 発送日 平成 15 年 7 月 31 日 
② 回収期限 平成 15 年 8 月 15 日 
③ 集計分析 平成 15 年 9 月中旬 

 
（３）主な調査項目 

・基本属性（性別・年齢・居住区・職種） 
・行動範囲 
・地域の現状と必要な施策 
・地域の誇り 
・合併への期待と不安 
・合併後の将来像 
・新市の名称の取扱 
・自由意見 



以降未定

新市建設計画にかかるスケジュール（予定）

実施
時期

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

新市のまちづくりの基本方針

基礎データの
収集分析

合併効果の検討

　
主
要
施
策
の
整
理

　
（

両
市
町
へ
の
調
査
票
配
布
･

　
回
収
）

主要施策
公共施設の
統合整備

アンケート調査

調査票設計
対象者抽出

対象者住所ﾗﾍﾞﾙ作成
調査票印刷

調査票配布（7/31）
回収（8/15）

集計･分析

新
市
の
将
来
像

新
市
の
基
本
方
針

地
域
別
整
備
方
針

主
要
指
標
の
見
直
し

財
政
計
画

施
策
体
系

主
要
施
策

公
共
施
設
の
統
合
整
備

建設計画案のまとめ

新市建設計画としての全体調整

合併協議会

第４回協議会
７月９日

第５回協議会
８月８日

第６回協議会
９月５日

第７回協議会
10月７日

最　　終　　合　　意

資料２【報告第12号関連】

2003/8/25　19:28



継 続 協 議 事 項 

第５回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第１５号 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて（案） 

〈小委員会付託〉 

 

 

 

  

 

合併後、編入された区域の住民の意見を新市の行政に反映させるため、

合併特例法の「在任特例」及び「定数特例」を適用するものとする。 

 

  

 

 



資料１【協議第１５号関連】 

 

第１回議会議員の定数及び任期等に関する小委員会報告書（抜粋） 
 

●開催日時  平成15年7月30日（水）午後2時56分～3時28分 

●会  場  各務原市役所本庁舎４階大会議室 

●出席及び欠席委員（敬称略） 

〈出席〉 

 松田之利  星野鉄夫  長谷川匡一  武藤孝子  松原史尚  小島武  村井宏行 

 田中露美  小森利八郎 横山勝利 

〈欠席〉 

 苅谷彰三 

●審議経過及び結果 

・委員の互選により、松田之利委員長、長谷川匡一副委員長を選出。 

・審議を尽くした結果、第４回合併協議会で幹事会が提案した「合併特例法の在任特例及び定数特

例を適用する」案を、小委員会として合併協議会に報告することを、全会一致で決定した。 

●主な意見 

〈委員〉 

「在任特例を適用すると17年3月まで川島町議会議員の給料も上がるのか。1月合併ならともか

く、11月だとどうかと思う。13人に市議会議員の給料となると財政的にはどうなのか」 

〈事務局回答〉 

「現在、川島町議会議員の報酬は月額21万円、各務原市は50万円、単純に50万円×13人だと

650万円ほどになる。あとは社会保険料が10数パーセントで、約747万5千円が、13人の議員

の１カ月分の報酬と社会保険料相当額となる」 

〈委員〉 

「前回の委員会での案は、そこまで含めて出されていると考える。合併をスムーズに進めること、

川島町の意見を可能な限り反映させることを優先しようというのではないか」 

        ＊        ＊        ＊        ＊ 

〈委員〉 

「ドラスティックにやるより、段階的にやったほういがいい。財務的に厳しいところはあるが、

トータル的に見てこの案に私は賛成したい」 



〈委員〉 

「特例を適用する任期が２年、３年もあるわけではない。2 カ月程度のことである。むしろ、こ

のことでもめて、後にずれ込むことのほうが怖い。円滑に進めたほうがいい」 

〈委員〉 

「こんなふうになればいいと思っていた案が出てきてありがたい」 

〈委員〉 

「急に議員の人数が減って、実際にどんな問題があるのかということより、減ることで住民は精

神的に、あるいはいろいろな意味で落差を感じるのではないか。そういう点で、在任、定数特例

を適用する案がいいと考える」 

        ＊        ＊        ＊        ＊ 

〈委員〉 

「２名に発言権が与えられるか、議案の上程権はあるのか。２人の議員が川島町を代表して意見

がきちんと述べられるような状況をつくれるよう、ご配意をぜひお願いしたい」 

〈委員〉 

「この委員会からの要望という形で合併協議会に出したらどうか」 

 

以上 



協 議 事 項 

第５回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第１９号 

 

 

 

交通関係事業（コミュニティバス）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

旧川島町区域の住民サービスの低下を防ぎ、市役所本庁舎への交通ア

クセスを確保するため、市ふれあいバスに（仮称）川島線を新設する。
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協議第２０号 

 

 

 

条例、規則等の取扱いについて（案） 

 

 

  

 

条例、規則等は、各務原市の条例、規則等を適用する。 

ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえて、条例、規則等の新規制

定、一部改正等を行うものとする。 
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則
等
の
一
部
改
正
や
経
過
措
置

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の

各
務

原
市

の
条

例
、
規
則
等
と
し
て
新
規
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

当
該
条
例
、
規
則
等
を
一
部
改
正

し
て

附
則

等
で

規
定

す
る

方
法

【
例

】
　

川
島

町
役

場
の

位
置

を
決

め
る

条
例

Ａ Ｂ Ｃ

特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
、
規
則

等
を

制
定

し
て

規
定

す
る

方
法

（
２

）

【
例

】
　

各
務

原
市

公
告

式
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

【
例

】
　

各
種

公
の

施
設

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例

（
1
）
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協議第２１号 

 

 

 

町名、字名の変更について（案） 

 

 

  

 

川島町内の町の名称を変更する。 

川島町内の現行の町の名称の前に「川島」を付したものを変更後の町

の名称とする。 

 

  

 

 



専
門

部
会

総
務
部

会

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
ろ
く
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
た
け
は
や
ま
ち

川
島
緑
町
一
丁
目

か
わ
し
ま
み
ど
り
ま
ち
い
っ
ち
ょ
う
め

川
島
緑
町
二
丁
目

か
わ
し
ま
み
ど
り
ま
ち
に
ち
ょ
う
め

川
島
緑
町
三
丁
目

か
わ
し
ま
み
ど
り
ま
ち
さ
ん
ち
ょ
う
め

川
島
緑
町
四
丁
目

か
わ
し
ま
み
ど
り
ま
ち
よ
ん
ち
ょ
う
め

川
島
緑
町
五
丁
目

か
わ
し
ま
み
ど
り
ま
ち
ご
ち
ょ
う
め

川
島
町

緑
町

北
山
町

み
ど
り
ま
ち
よ
ん
ち
ょ
う
め

＜
参
考
＞

各
務

原
市

と
川

島
町

に
お
け
る
類
似
町
名

那
加
緑
町
、
蘇
原
緑
町

蘇
原
北
山
町各

務
原
市

緑
町

四
丁

目
緑
町

五
丁

目

き
た
や
ま
ま
ち

か
さ
だ
ま
ち
い
っ
ち

ょ
う
め

か
さ
だ
ま
ち
に
ち
ょ

う
め

か
さ
だ
ま
ち
さ
ん
ち

ょ
う
め

緑
町

三
丁

目

み
ど
り
ま
ち
い
っ
ち

ょ
う
め

み
ど
り
ま
ち
に
ち
ょ

う
め

み
ど
り
ま
ち
ご
ち
ょ

う
め

　
な
お
、
以
前
か
ら
、
各
務
原
市
に
お
い

て
も
町
名
か
ら
「
那
加
」
「
鵜
沼
」
「
蘇

原
」
の
冠
名
を
削
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
が
あ
る
。

　
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
①
案
・
②
案

の
選
択
に
影
響
を
与
え
る
要
素
と
な
り
得

る
こ
と
、
例
え
ば
、
合
併
を
契
機
と
し
て

冠
名
を
省
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
現
段
階
で
は
、
議
論
が
熟
し

て
い
る
と
は
言
え
ず
、
ま
た
、
合
併
事
務

が
き
わ
め
て
煩
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、
合

併
と
は
切
り
離
し
て
引
き
続
き
検
討
を
行

う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

　
さ
ら
に
、
市
名
自
体
の
変
更
も
検
討
課

題
と
さ
れ
て
い
る
中
、
住
所
変
更
は
行
政

（
市
・
県
・
法
務
局
）
だ
け
で
は
な
く
、

住
民
に
も
負
担
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
何
度
も
行
う
こ
と
は
好
ま
し
く
な

い
。

竹
早

町

み
ど
り
ま
ち
さ
ん
ち

ょ
う
め

笠
田

町
一

丁
目

笠
田

町
二

丁
目

か
さ
だ
ま
ち
よ
ん
ち

ょ
う
め

緑
町

二
丁

目

笠
田

町
三

丁
目

笠
田

町
四

丁
目

笠
田

町
五

丁
目

笠
田

町
六

丁
目

か
わ
し
ま
こ
う
だ
ま
ち

川
島
松
原
町

川
島
河
田
町

緑
町

一
丁

目

渡
町

北
山

町

か
さ
だ
ま
ち
ご
ち
ょ

う
め

か
さ
だ
ま
ち
ろ
く
ち

ょ
う
め

た
け
は
や
ま
ち

わ
た
り
ま
ち

か
わ
し
ま
こ
あ
み
ま
ち

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
ご
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
よ
ん
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
さ
ん
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
に
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
き
た
や
ま
ま
ち

か
わ
し
ま
わ
た
り
ま
ち

か
わ
し
ま
ま
つ
ば
ら
ま
ち

か
わ
し
ま
か
さ
だ
ま
ち
い
っ
ち
ょ
う
め

か
わ
し
ま
ま
つ
く
ら
ま
ち

町
名

川
島
笠
田
町
一
丁
目

小
網

町
松

倉
町

河
田

町
松

原
町

ま
つ
く
ら
ま
ち

ま
つ
ば
ら
ま
ち

こ
う
だ
ま
ち

川
島
笠
田
町
二
丁
目

川
島
笠
田
町
三
丁
目

こ
あ
み
ま
ち

川
島
北
山
町

川
島
渡
町

川
島
松
倉
町

川
島
小
網
町

川
島
笠
田
町
四
丁
目

川
島
笠
田
町
五
丁
目

川
島
笠
田
町
六
丁
目

川
島
竹
早
町

調
整

方
針

協
議

項
目

　
町

名
、

字
名

の
変

更
　

町
名

、
字

名
の

変
更

協
議
細
目

調
整

の
方

針
　

川
島

町
内

の
町

の
名

称
を
変
更
す
る
。

　
川

島
町

内
の

現
行

の
町
の
名
称
の
前
に
「
川
島
」
を
付
し
た
も
の
を
変
更
後
の
町
の
名
称
と

す
る

。

　
　

　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
の
前
に
「
川
島
」
を
付
す
。

項
目

変
更

案
を

検
討

す
る

上
で

の
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

編
入

合
併

に
よ

り
「

羽
島
郡
川
島
町
」
が
「
各
務
原
市
」
と
な
り
、

方
針

と
し

て
は

、
次

の
２
案
が
考
え
ら
れ
る
。

【
例
】
　
岐

阜
県

各
務

原
市

河
田

町
1
0
4
0
番

地
の

1
川

島
町
内
の
現
行
の
町
の
名
称
の
ま
ま
と
す
る
。

①
案

読
み
方

読
み

方

【
例
】
　
岐

阜
県

各
務

原
市

川
島

河
田

町
1
0
4
0
番

地
の

1

変
更

前
変
更
後

町
名

　
②

案
は

、
町

名
が

長
く
な
り
煩
雑
な
感
も
あ
る
が
、
「
川
島
」
の
地
名
が
残
り
、
地
域
（

場
所

）
の

“
あ

た
り

”
が

つ
け

や
す

い
と

い
う

長
所

が
あ

る
た

め
、
本
案
を
調
整
方
針
と
す
る
。

★
②

案

2
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0
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協議第２２号 

 

 

 

建設関係事業（都市計画）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

合併後速やかに岐阜都市計画区域内の川島町地域を各務原都市計画区

域に変更するとともに、その内容を見直し、一体的な都市基盤整備を図

る。 

 

  

 

 



専
門

部
会

建
設
部

会
　

各
種

事
務

事
業

の
取

扱
い

　
建

設
関

係
事

業
（

都
市

計
画

）

昭
和

3
8
年

7
月

1
6
日

昭
和

4
6
年

3
月

3
1
日

・
市
街
化

区
域

及
び

市
街

化
調

整
区

域
・
地
域
地

区
(
用

途
)

・
都
市
施

設
(
公

園
、

下
水

道
)

・
市
街
地

開
発

事
業

(
土

地
区

画
整

理
事

業
、

工
業

団
地

造
成

等
)

３
．
都
市
計
画
の
内
容

４
．
法
指
定
年
月
日

・
市

街
化

区
域

及
び

市
街
化
調
整
区
域

・
地

域
地

区
(
用

途
、

防
火
、
準
防
火
、
緑
地
保
全
地
区
)

・
都

市
施

設
(
道

路
、

公
園
、
下
水
道
、
ご
み
処
理
場
、
火
葬
場
)

・
市

街
地

開
発

事
業

(
土
地
区
画
整
理
事
業
、
工
業
団
地
造
成
等
)

・
地

区
計

画

項
　

　
　

目

川
島

町
全

域

各
務
原
市

川
島

町

１
．
都
市
計
画
区
域

各
務

原
都

市
計

画
区

域

２
．
区
域
の
指
定

岐
阜
都

市
計

画
区

域

各
務

原
市

全
域

調
整

方
針

協
議

項
目

協
議
細
目

調
整

の
方

針

(
都
市

計
画

区
域

の
変

更
時

期
)

　
市

町
村

合
併

に
伴

う
都

市
基

盤
整

備
等

に
よ

り
岐

阜
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
は
、
瑞
穂
市
地
域
が
独
立
、
羽
島
市

地
域

が
羽

島
都

市
計

画
区

域
か

ら
岐

阜
都

市
計
画

区
域

へ
、

川
島

町
地

域
が

岐
阜

都
市

計
画

区
域

か
ら

各
務

原
都

市
計

画
区
域
へ
な
ど
整
理
す
べ
き
案
件
を
抱
え
て
い
る
。
岐
阜
県
と
し
て

は
こ

れ
ら

を
一

括
し

て
都

市
計

画
区

域
を

見
直
す

意
向

で
あ

る
。

そ
の

た
め

、
都

市
計

画
区

域
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

岐
阜
都
市
計
画
区
域
の
変
更
と
同
時
期
に
な
る
。

【
都
市
計
画
と
は
】
　
都
市
計
画
は
、
農
林
漁
業
と
の
健
全
な
調
和
を
図
り
つ
つ
、
健
康
で
文
化
的
な
都
市
生
活
及
び
機
能
的
な
都
市
活
動
を
確
保
す
べ
き
こ
と
並
び
に
こ
の
た
め
に
は
適
正
な
制
限
の
も
と
に

土
地
の
合
理
的
な
利
用
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
、
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
と
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
は
、
都
市
の
整
備
、
開
発
そ
の
他
都
市
計
画
の
適
切
な
遂
行
及
び
都
市
の
住
民
に
対
し
、
都
市
計
画
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
参

考
法

令
）

【
都

市
計

画
区

域
】

・
都

道
府

県
は

、
政

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
町
村
の
中
心

の
市

街
地

を
含

み
、

か
つ

、
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
事

項
に

関
す

る
現

況
及

び
推

移
を
勘
案
し
て
、
一
体
の
都
市
と
し
て
総
合
的
に
整
備
、

開
発
及
び
保
全
す
る
必
要

が
あ

る
区

域
を

都
市

計
画
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い

て
、

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
市

町
村

の
区

域
外

に
わ

た
り

、
都

市
計

画
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
都
市
計
画
法
第
５
条
第
１
項
）

【
市

町
村

の
都

市
計

画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
】

・
市

町
村

は
、

議
会

の
議
決
を
経
て
定
め
ら
れ
た
当
該
市
町
村
の

建
設

に
関

す
る

基
本

構
想

並
び

に
都

市
計

画
区

域
の

整
備

、
開

発
及

び
保

全
の

方
針
に
即
し
、
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
(
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「

基
本

方
針

」
と

い
う
。
)
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
（
都
市

計
画

法
第

１
８

条
の

２
第

１
項

）
・

市
町

村
は

、
基

本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め

、
公

聴
会

の
開

催
等

住
民

の
意

見
を

反
映

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
（
都
市
計
画
法
第
１
８
条
の
２
第
２
項
）

【
市

町
村

の
都

市
計

画
の
決
定
】

・
市

町
村

は
、

市
町

村
都
市
計
画
審
議
会
(
当
該
市
町
村
に
市
町

村
都

市
計

画
審

議
会

が
置

か
れ

て
い

な
い

と
き

は
、

当
該

市
町

村
の

存
す

る
都

道
府
県
の
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
)
の
議
を
経
て
、
都
市
計
画
を
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

（
都

市
計

画
法

第
１
９
条
第
１
項
）

・
市

町
村

は
、

都
市

計
画
区
域
に
つ
い
て
都
市
計
画
(
区
域
外
都

市
施

設
に

関
す

る
も

の
を

含
み

、
地

区
計

画
等

に
あ

つ
て

は
当

該
都

市
計

画
に

定
め
よ
う
と
す
る
事
項
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模
そ
の
他
の
事
項

に
限

る
。

)
を

決
定

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道

府
県

知
事

に
協

議
し

、
そ

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
都

市
計

画
法

第
１
９
条
第
３
項
）

・
都

道
府

県
知

事
は

、
一
の
市
町
村
の
区
域
を
超
え
る
広
域
の
見

地
か

ら
の

調
整

を
図

る
観

点
又

は
都

道
府

県
が

定
め

、
若

し
く

は
定

め
よ

う
と

す
る
都
市
計
画
と
の
適
合
を
図
る
観
点
か
ら
、
前
項
の
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
（
都

市
計

画
法

第
１

９
条

第
４
項
）

合
併

後
速

や
か

に
岐

阜
都
市
計
画
区
域
内
の
川
島
町
地
域

を
各

務
原

都
市

計
画

区
域

に
変

更
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

内
容

を
見

直
し

、
一

体
的

な
都

市
基

盤
整

備
を

図
る

。

６
．
都
市
計
画
区
域
面
積

平
成

8
年

5
月

1
日

8
.0

2
k㎡

7
9
.7

5
k㎡

５
．
最
終
区
域
指
定
年
月
日

平
成

5
年

4
月

1
日

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
2
0
:
2
3

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第２３号 

 

 

 

友好都市提携・国際交流事業（都市交流）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

現在両市町で行っている国際・国内都市交流についてはこれを尊重し、

新市においても継続する。 

 

  

 

 



専
門

部
会

産
業
部

会
調
整

方
針

協
議

項
目

協
議
細
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
　

友
好

都
市

提
携

・
国

際
交

流
事

業
（

都
市

交
流

）

都 市 交 流 の 現 状

農
業

交
流

都
市

連
合

調
整

の
方

針
　

現
在

両
市

町
で

行
っ

て
い
る
国
際
・
国
内
都
市
交
流
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
尊
重
し
、
新
市
に

お
い

て
も

継
続

す
る

。
　

た
だ

し
、

岐
阜

県
板

取
村
、
徳
島
県
川
島
町
及
び
埼
玉
県
川
島
町
に
つ
い
て
は
、
合
併
協
議

が
行

わ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

り
、

今
後

そ
の

動
向

を
見

守
る

。

項
目

分
野

・
産

業
交

流
事

業
、

中
学

生
体

育
事

業
、

文
化

交
流

事
業

農
業

交
流

事
業

、
職

員
交

流
事

業
等

を
実

施

②
米
国
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
セ
リ
ト
ス
市

・
姉
妹
教
育
交
流
協
定
書

　
（
2
0
0
1
.
5
.
2
1
締
結
）

・
市

内
中

学
生

派
遣

（
4
0
人

）
・

来
春

は
セ

リ
ト

ス
市

か
ら

中
学

生
の

受
け

入
れ

⑧
岐
阜
県
武
儀
郡
板
取
村

・
み
ど
り
の
生
活
圏
交
流
事
業

　
（
1
9
8
4
年
）

・
イ

ベ
ン

ト
交

流
事

業
、

職
員

交
流

、
文

化
交

流
事

業
体

育
交

流
事

業
等

を
実

施
・

市
民

休
養

の
郷

利
用

助
成

（
宿

泊
費

・
日

帰
り

海
水

浴
ツ

ア
ー

に
助

成
）

国
内
都
市
交

流

国
際
都
市
交

流

産
業

交
流

教
育

交
流

友
好

都
市

交
流

、
災

害
時

相
互

応
援

⑥
徳

島
県

麻
植

（
お

え
）

郡
川

島
町

（
か

わ
し

ま
ち

ょ
う

）
・

「
全

国
川

島
町

生
涯

学
習

サ
ミ

ッ
ト

」
（

1
9
9
4
.
1
1
.
3
開

催
）

・
災

害
時

相
互

応
援

協
定

（
2
0
0
1
.
6
.
5
締

結
）

⑦
埼

玉
県

比
企

（
ひ

き
）

郡
川

島
町

（
か

わ
じ

ま
ま

ち
）

・
「

全
国

川
島

町
生

涯
学

習
サ

ミ
ッ

ト
」

（
1
9
9
4
.
1
1
.
3
開

催
）

・
災

害
時

相
互

応
援

協
定

（
2
0
0
3
.
7
.
2
締

結
）

・
イ

ベ
ン

ト
交

流
事

業
を

実
施各

務
原
市

な
し

川
島

町

①
韓

国
　
春
川
市

・
知

識
・
情
報
・
技
術
及
び
人
力
交
流
協
約
書

　
（

1
9
9
9
.
7
.
7
締
結
）

⑤
福

井
県
敦
賀
市

・
友

好
都
市
盟
約

　
（

1
9
8
9
.
1
0
締
結
）

・
災

害
時
相
互
応
援
協
定
（
1
9
9
5
.
1
0
.
2
締
結
）

③
G
D
C
N
［
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ジ
タ
ル
・
シ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
］

・
加
盟
都
市
7
ヶ
国
1
1
都
市

　
（
2
0
0
0
.
1
1
.
7
加
盟
）

　
　
韓
国

春
川

市
・

英
国

ダ
ン

デ
ィ

市
・

豪
ゴ

ー
ル

ド
コ

ー
ス

ト
市

等

・
各

都
市

が
所

有
し

て
い

る
独

自
の

情
報

加
工

技
術

を
持

ち
寄

り
相

互
交

流
、

協
力

を
行

う

④
W
T
A
［
ワ
ー
ル
ド
・
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
］

・
加
盟
都
市
3
3
都
市

　
（
1
9
9
9
.
1
1
.
1
0
加
盟
）

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
9
:
0
9

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

産
業
部

会
協
議
細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
　

友
好

都
市

提
携

・
国

際
交

流
事

業
（

都
市

交
流

）

国
際

交
流

を
行

っ
て

い
る

主
な

都
市

（
G
D
C
N
加

盟
都
市
ほ
か
）

国
内

の
都

市
交

流
先

・
市

町
村

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
9
:
1
0

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第２４号 

 

 

 

広報広聴関係事業の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

広報紙、ウェブサイト（ホームページ）、まちづくりを語る会、市民相

談などの各種広報広聴関係事業については、各務原市に統一する。 

 

  

 

 



専
門

部
会

企
画

財
政
部

会
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
広

報
広

聴
関

係
事

業

広
報
各
務
原

か
わ

し
ま

町
報

か
わ
し
ま
町
報
お
し
ら
せ
版

月
２
回

月
１

回
　

月
２

回
（

１
日
号
・
１
５
日
号
）

（
１

日
号

・
１

５
日

号
）

４
４

，
０
０
０
部

３
，

２
０

０
部

３
，

０
０

０
部

Ａ
４

、
２
０
ペ
ー
ジ
オ
ー
ル
カ
ラ
ー

Ａ
４

　
２

ペ
ー

ジ

１
５

．
８
円
／
部

４
３

円
／

部
５

．
３

円
／

部

入
札

、
単
価
契
約
、
デ
ー
タ
Ｍ
Ｏ
渡
し

Ｄ
Ｔ

Ｐ
編
集

Ｄ
Ｔ

Ｐ
編

集
Ｄ

Ｔ
Ｐ

編
集

（
秘
書
広
報
課
広
報
係
）

（
企

画
調

整
課

）
（

企
画

調
整

課
）

自
治
会
を
通
し
て
配
布

町
内

会
を

通
し

て
配

布

放
送
回
数

月
１
回
（
年
間
１
２
回
）

な
し

放
送
日

放
送
局

岐
阜
放
送

放
送
回
数

週
１
回
（
年
間
５
２
回
）

な
し

放
送
日

放
送
局

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
i
t
y
.
k
a
k
a
m
i
g
a
h
a
r
a
.
g
i
f
u
.
j
p

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
o
w
n
.
k
a
w
a
s
h
i
m
a
.
g
i
f
u
.
j
p

２
０

０
３

年
６

月
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
オ

ー
プ

ン
２

０
０
３
年
１
２
月
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
予
定

市
（

情
報
推
進
課
）

町
（

総
務

課
）

市
（

秘
書
広
報
課
・
情
報
推
進
課
）

町
（

企
画

調
整

課
）

更
新

指
導

業
務

を
委

託

３
．

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

調
整

方
針

協
議

項
目

協
議
細
目

調
整

の
方

針
　

広
報

紙
、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
、
ま
ち
づ
く
り
を
語
る
会
、
市
民
相
談
な
ど
の

各
種

広
報

広
聴

関
係

事
業

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

に
統

一
す

る
。

１
．

広
報

紙
項
　

　
　

　
目

川
島

町
各
務
原
市

分
野

規
格

（
基

本
）

毎
週
火
曜
日
・
午
前
９
時
１
０
分
～
２
０
分

広
報

紙
名

発
行

部
数

ラ
ジ

オ

契
約

２
．

テ
レ

ビ
・

　
　

ラ
ジ

オ

Ａ
４

　
２

４
ペ

ー
ジ

（
表

紙
の

み
カ

ラ
ー

）
印

刷
単

価
（

基
本

）

（
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
一
括
納
品
、
他
配
布
物
と
丁
合
い

後
、

自
治
会
長
へ
配
布
、
未
加
入
世
帯
は
公
共
施
設
の
窓
口
等
で

受
け

取
る
）

毎
月
第
４
月
曜
日
・
午
後
６
時
１
０
分
～
３
０
分

編
集

配
布

テ
レ

ビ

随
意

契
約

、
単

価
契

約
、

デ
ー

タ
Ｍ

Ｏ
渡

し

Ｕ
Ｒ

Ｌ

開
設

随
意

契
約

、
単

価
契

約
、

デ
ー

タ
Ｍ

Ｏ
渡

し

岐
阜
放
送

（
搬

入
は

、
他

の
配

布
物

と
一

緒
に

関
係

職
員

で
行

い
、

町
内

会
未

加
入

世
帯

は
公

共
施

設
で

受
け

取
る

）

主
要

５
新

聞
へ

折
込

み
（

対
象

新
聞

を
取

っ
て

い
な

い
世

帯
に

は
、

申
し

出
に

よ
り

個
別

発
送

、
公

共
施

設
で

も
配

布
）

業
者

委
託

情
報

の
管

理
・

更
新

作
業

１
２
月
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
は
、
H
T
M
L
デ
ー
タ
の
作
成
や
技
術
支

援
な
ど
委
託

１
９
９
８
年
１
０
月

サ
ー

バ
ー

の
管

理

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
8
:
1
8

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

企
画

財
政
部

会
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
広

報
広

聴
関

係
事

業

☆
「

介
護

・
心

配
ご

と
相

談
」

事
業

毎
週
水
曜
日

1
0
:
0
0
～
1
5
:
0
0

内
職
相
談
と
あ
っ
せ
ん

毎
週
月
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

家
庭
内
の
問
題

毎
月
第
１
金
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

人
権
問
題
に
関
す
る
こ
と

相
談

員
・

民
生

児
童

委
員

毎
週
火
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
5
:
0
0

国
、
県
、
市
に
対
す
る
要
望
、
苦
情

・
主

任
児

童
委

員
毎
週
水
・
土
曜
日

 
9
:
3
0
～
1
6
:
0
0

結
婚
相
手
の
紹
介

毎
月
第
１
水
曜
日

 
9
:
0
0
～
1
2
:
0
0

不
動
産
に
関
す
る
こ
と

毎
月
第
１
水
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
5
:
0
0

住
宅
の
設
計
、
建
築
の
条
件
手
続
き
な
ど

日
時

及
び

場
所

毎
週
木
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

交
通
事
故
に
関
す
る
こ
と

平
成

１
４

年
度

相
談

件
数

２
６

件

毎
週
月
～
金
曜
日

市
民
相
談
課
職
員
で
対
応

消
費
生
活
（
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
等
）

毎
週
月
～
金
曜
日

総
合
福
祉
会
館
４
Ｆ

高
齢
者
に
対
す
る
相
談
業
務
全
般

毎
週
火
・
木
曜
日

 
9
:
0
0
～
1
6
:
0
0

主
に
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と

毎
週
月
～
金
曜
日

1
0
:
0
0
～
1
6
:
0
0

子
ど
も
の
素
行
や
心
の
問
題

毎
週
月
～
金
曜
日

1
0
:
0
0
～
1
6
:
0
0

母
子
家
庭
の
経
済
、
生
活
上
の
問
題

毎
週
月
～
金
曜
日

市
民
相
談
課
職
員
で
対
応

悩
み
ご
と
に
つ
い
て

毎
月
第
２
木
曜
日

1
3
:
3
0
～
1
4
:
3
0

精
神
的
な
病
気
の
対
応
や
治
療
に
つ
い
て

平
成

１
４

年
度

相
談

件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
計
　
７
,
５
３
６
件

相
談

種
類

日
時
及
び
場
所

相
談

内
容

 
9
:
1
5
～
1
7
:
0
0

他
人
、
親
族
間
の
争
い
や
法
律
手
続
き

労
災
、
雇
用
、
保
険
の
申
請
、
労
基
法
な
ど

法
律

相
談

労
働

・
社

会
保

険
相

談

心
配
ご
と
、
悩
み
ご
と
、
福
祉
に
関
す
る
こ
と

登
記

相
談

雇
用
者
、
被
雇
用
者
の
労
働
条
件
等

毎
月
第
２
火
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

土
地
、
建
物
の
売
買
や
相
続
、
遺
言
手
続
き

少
年
の
心
の
悩
み
や
子
を
持
つ
親
の
心
配
ご
と

交
通

事
故

相
談

毎
週
月
～
金
曜
日

年
金

相
談

家
庭

児
童

相
談

毎
週
月
～
金
曜
日

毎
週
火
・
木
曜
日

心
配

ご
と

相
談

パ
ー

ト
労

働
相

談

＊
必

要
に

応
じ

て
社

会
福

祉
の

　
専

門
家

、
法

律
に

関
す

る
専

　
門

家
等

の
内

か
ら

町
長

が
委

　
嘱

家
庭

相
談

人
権

相
談

行
政

相
談

結
婚

相
談

不
動

産
相

談

母
子

相
談

悩
み

１
１

０
番

税
に
関
す
る
こ
と

家
庭

就
業

相
談

外
国
人
（
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
）
の
生
活
に
関
す

る
こ
と

毎
月

第
１
・
３
金
曜
日

毎
月

第
２
・
４
水
曜
日

毎
月
第
１
金
曜
日

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

 
9
:
0
0
～
1
6
:
0
0

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

1
3
:
0
0
～
1
5
:
0
0

４
．

市
民

相
談

1
3
:
0
0
～
1
6
:
0
0

（
予
約
）

心
の

健
康

相
談

ポ
ル

ト
ガ

ル
語

相
談

少
年

電
話

相
談

建
築

相
談

老
人

相
談

消
費

者
相

談

嘱
託

相
談

員
に

よ
る

市
民

相
談

税
務

相
談

調
整

方
針

協
議

項
目

項
　

　
　

　
目

各
務
原
市

川
島

町

・
毎

月
第

１
・

３
金

曜
日

　
１

３
：

３
０

～
１

５
：

３
０

毎
週

水
・
木
・
金
曜
日

毎
週
火
曜
日

協
議
細

目

 
9
:
0
0
～
1
6
:
0
0

紛
争
、
事
故
な
ど
の
法
律
相
談

川
島

町
社

会
福

祉
協

議
会

へ
の

委
託

事
業

介
護

を
は

じ
め

と
す

る
生

活
全

般
に

わ
た

る
心

配
ご

と
相

談
を

実
施

し
て

い
る

。

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
8
:
1
8

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

企
画

財
政
部

会
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
広

報
広

聴
関

係
事

業

１
．
実
施
地
区

実
施
し

て
い

な
い

那
加

、
稲

羽
、

鵜
沼

、
蘇
原
の
４
地
区
で
実
施
。

２
．
開
催
時
期

６
月

～
７

月

３
．
内
容

・
実

施
単

位
４

地
区

の
連
合
自
治
会

・
参

加
者

は
地

区
内

の
自
治
会
長
、
地
区
内
の
市
議
会
議
員
、
市
長
以
下

　
市

の
幹

部
（

部
長

以
上
）

・
懇

談
す

る
内

容
は

、
事
前
に
各
自
治
会
長
か
ら
上
が
っ
て
き
た
テ
ー
マ

　
を

開
催

地
区

内
で

５
～
６
の
テ
ー
マ
に
調
整
し
、
市
事
務
局
に
提
出
す

　
る

。
テ

ー
マ

ご
と

の
回
答
は
担
当
す
る
部
署
で
作
成
す
る
。

・
会

場
で

の
進

行
は

、
テ
ー
マ
ご
と
に
提
出
し
た
自
治
会
長
が
質
問
、
要

　
望

等
を

会
場

で
述

べ
、
担
当
す
る
部
長
が
回
答
す
る
。

５
．

ま
ち

づ
く

り
　

　
を

語
る

会

各
務
原
市

協
議
細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

項
　

　
　

　
目

川
島

町

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
8
:
1
9

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第２５号 

 

 

 

国民健康保険事業の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

国民健康保険料（税）の賦課業務に関しては、原則として各務原市の

現行制度に統一するものとする。 

 

  

 

 



専
門

部
会

住
民
部

会
国

民
健

康
保

険
事

業
の

取
扱
い

項
　

　
　

目

１
．
料

と
税

の
調

整
１

．
料

率
(
平

成
1
5
年

度
）

１
．
税
率
（
平
成
1
5
年
度
）

　
（

医
療

分
）

…
４

方
式

　
（
医
療
分
）
…
４
方
式

　
　

・
所

得
割

　
 
 
　
　
　
６
．
４
％

　
　
・
所
得
割
　
　
 
 
　
　

５
．

２
％

　
　

・
資

産
割

　
 
 
　
　
２
３
．
４
％

　
　
・
資
産
割
　
 
 
　
　
２

７
．

０
％

　
　

・
均

等
割

　
 
 
２
４
，
０
０
０
円
／
1
人

　
　
・
均
等
割
　
 
 
２
９
，

０
０

０
円

／
1
人

　
　

・
平

等
割

　
 
 
３
０
，
０
０
０
円
／
世
帯

　
　
・
平
等
割
　
 
 
３
１
，
０

０
０

円
／

世
帯

　
　

・
限

度
額

　
５

３
０
，
０
０
０
円

　
　
・
限
度
額
　
５
３
０
，

０
０

０
円

　
（

介
護

分
）

…
４

方
式

　
（
介
護
分
）
…
２
方
式

　
　

・
所

得
割

　
 
 
　
　
０
．
８
８
％

　
　
・
所
得
割
　
　
 
 
　
１

．
３

０
％

　
　

・
資

産
割

　
　

 
 
　
４
．
５
０
％

　
　
・
資
産
割
　
　
 
 
　
　
　

　
－

　
　

・
均

等
割

　
 
 
　
５
，
１
０
０
円
／
1
人

　
　
・
均
等
割
　
 
 
１
１
，

６
０

０
円

／
1
人

　
　

・
平

等
割

 
 
　

　
４
，
４
０
０
円
／
世
帯

　
　
・
平
等
割
　
 
 
　
　
　
　

　
－

　
　

・
限

度
額

　
 
 
８
０
，
０
０
０
円

　
　
・
限
度
額
　
 
 
８
０
，

０
０

０
円

２
．

１
人

当
た

り
保

険
料

２
．
１
人
当
た
り
保
険
税

　
　

・
医

療
分

　
…

　
７
９
，
６
２
０
円

　
　
・
医
療
分
　
…
　
７
７

，
２

０
４

円
　

　
・

介
護

分
　

…
　

１
６
，
１
２
５
円

　
　
・
介
護
分
　
…
　
１
９

，
３

１
６

円
　

　
・

合
　

計
　

…
　

９
５
，
７
４
５
円

　
　
・
合
　
計
　
…
　
９
６

，
５

２
０

円
（
１
４
年
度
本
算
定
時
調
定
額
）

（
１
４
年
度
本

算
定
時
調
定
額
）

３
．

料
と

税
の

相
違

点
３
．
料
と
税
の
相
違
点

※
保

険
料

（
各

務
原
市
）

※
保
険
税
（
川
島
町
）

①
法
規
定
（
賦
課
権

）
…

国
保

法
7
6
条

、
地

自
法

2
3
1
条

①
法

規
定

（
賦

課
権

）
…

地
税
法
7
0
3
条
の
4
第
1
項

②
賦
課
権
の
期
限
制

限
…

2
年

（
国

保
法

1
1
0
条

）
②

賦
課

権
の

期
限

制
限

…
原

則
3
年
(
地
税
法
1
7
条
の
5
、
6
)

③
徴
収
権
及
び
還
付

請
求

権
…

2
年

（
国

保
法

1
1
0
条

）
③

徴
収

権
及

び
還

付
請

求
権
…
5
年
(
地
税
法
1
8
条
、
1
8
条
の
3
)

④
徴
収
権
の
優
先
順

位
…

国
税

及
び

地
方

税
に

次
ぐ

④
徴

収
権

の
優

先
順

位
…

地
方
税
優
先
（
国
税
と
同
順
位
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

地
自

法
2
3
1
条

の
3
第

3
項

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

地
税

法
1
4
条
）

⑤
料
率
等
の
改
正
…

保
険

料
率

は
市

町
村

長
に

よ
る

告
示

⑤
税

率
等

の
改

正
…

保
険

税
率
は
条
例
に
規
定

⑥
不
服
申
立
…
県
に

置
か

れ
る

国
民

健
康

保
険

審
査

会
に

⑥
不

服
申

立
…

直
接

処
分

庁
で
あ
る
市
町
村
に
対
し
て
行
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対
し
て

行
う

（
国

保
法

9
1
条

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

地
方

税
法

1
9
条
）

各
務

原
市

調
整

方
針

協
議

項
目

　
国

民
健

康
保

険
料

（
税

）

調
整

の
方

針
　

国
民

健
康

保
険

料
（

税
）
の
算
定
等
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。

＊
　

調
定

額
…

調
査

し
算

定
し

た
　

　
　

　
　

　
保

険
料

（
税

）

 
 
 
税

と
料

の
選

択
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

例
に

よ
る

。

 
 
 
た

だ
し

、
平

成
１

６
年

度
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
旧

市
町

の
例

に
よ

る
。

　
料

（
税

）
率

に
関

し
て

は
、

今
後

の
医

療
費

と
介

護
保

険
料

見
込

み
を

基
礎

と
し

、
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

調
整

方
針

協
議
細

目

川
島

町

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
8
:
1
6

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

住
民
部

会
国

民
健

康
保

険
事

業
の

取
扱
い

項
　

　
　

目

２
．
賦

課
割

合
の

調
整

１
．

応
能

・
応

益
割

合
（
平
成
1
5
年
度
）

１
．
応
能
・
応
益
割
合
（
平
成

1
5
年

度
）

 
 
 
 
（
応

能
・

応
益

）
　

 
 
　

５
５

：
４

５
　
 
 
　
４
８
：
５
２

２
．

軽
減

２
．
軽
減

 
　

　
７

割
、

５
割

、
２
割

 
　
　
７
割
、
５
割
、
２
割

※
７

割
、

５
割

、
２

割
の
軽
減
額
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
応
益
割
の
比
率
が
4
5
％
以

上
必

要

３
．
本
算

定
、

仮
算

定
の

１
．

本
算

定
、

仮
算

定
の
時
期

１
．
本
算
定
、
仮
算
定
の
時

期
 
 
 
 
調

整
 
 
 
・

６
月

か
ら

本
算

定
（
住
民
税
で
の
所
得
決
定
後
）

 
 
 
 
・
４
月
か
ら
７
月
ま
で

仮
算

定
 
 
 
・

仮
算

定
は

実
施

し
て
い
な
い

 
 
 
 
・
８
月
か
ら
本
算
定

２
．

納
期

２
．
納
期

 
 
 
 
第

 
１

期
 
 
 
 
 
６
月
１
日
～
 
 
６
月
３
０
日

 
 
 
 
第
 
１
期
 
 
 
 
 
４
月
１

日
～

 
 
４

月
３

０
日

 
 
 
 
第

 
２

期
 
 
 
 
 
７
月
１
日
～
 
 
７
月
３
１
日

 
 
 
 
第
 
２
期
 
 
 
 
 
５
月
１

日
～

 
 
５

月
３

１
日

 
 
 
 
第

 
３

期
 
 
 
 
 
８
月
１
日
～
 
 
８
月
３
１
日

 
 
 
 
第
 
３
期
 
 
 
 
 
６
月
１

日
～

 
 
６

月
３

０
日

 
 
 
 
第

 
４

期
 
 
 
 
 
９
月
１
日
～
 
 
９
月
３
０
日

 
 
 
 
第
 
４
期
 
 
 
 
 
７
月
１

日
～

 
 
７

月
３

１
日

 
 
 
 
第

 
５

期
 
 
 
１

０
月
１
日
～
１
０
月
３
１
日

 
 
 
 
第
 
５
期
 
 
 
 
 
８
月
１

日
～

 
 
８

月
３

１
日

 
 
 
 
第

 
６

期
 
 
 
１

１
月
１
日
～
１
１
月
３
０
日

 
 
 
 
第
 
６
期
 
 
 
 
 
９
月
１

日
～

 
 
９

月
３

０
日

 
 
 
 
第

 
７

期
 
 
 
１

２
月
１
日
～
１
２
月
２
５
日

 
 
 
 
第
 
７
期
 
 
 
１
０
月
１
日

～
１

０
月

３
１

日
 
 
 
 
第

 
８

期
 
 
 
 
 
１
月
１
日
～
 
 
１
月
３
１
日

 
 
 
 
第
 
８
期
 
 
 
１
１
月
１
日

～
１

１
月

３
０

日
 
 
 
 
第

 
９

期
 
 
 
 
 
２
月
１
日
～
 
 
２
月
 
 
末
日

 
 
 
 
第
 
９
期
 
 
 
１
２
月
１

日
～

１
２

月
２

８
日

 
 
 
 
第

 
1
0
期

 
 
 
 
 
３

月
１
日
～
 
 
３
月
３
１
日

 
 
 
 
第
 
1
0
期
 
 
 
 
 
１
月
１
日

～
 
 
１

月
３

１
日

４
．
賦
課

総
額

の
按

分
１

．
賦

課
総

額
の

按
分
方
法

１
．
賦
課
総
額
の
按
分
方
法

 
 
 
 
方

法
の

調
整

　
 
 
（

医
療

分
）

…
４
方
式

　
 
 
（
医
療
分
）
…
４
方
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
所
得

割
、

資
産

割
、

均
等

割
、

平
等

割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

所
得

割
、
資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
）

　
 
 
（

介
護

分
）

…
４
方
式

　
 
 
（
介
護
分
）
…
２
方
式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
所
得

割
、

資
産

割
、

均
等

割
、

平
等

割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

所
得

割
、
均
等
割
）

　
賦

課
総

額
の

按
分

方
式

の
調

整
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
（

医
療

分
、

介
護

分
と

も
４

方
式

）
の

例
に

よ
る

。
　

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

旧
市

町
の

例
に

よ
る

。

　
本

算
定

、
仮

算
定

の
調

整
及

び
納

期
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

例
に

よ
る

。
　

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

旧
市

町
の

例
に

よ
る

。

＊
　

応
能

…
所

得
割

と
資

産
割

　
　

応
益

…
均

等
割

と
平

等
割

＊
　

本
算

定
…

本
年

度
の

所
得

と
　

　
　

　
　

　
資

産
が

確
定

し
た

　
　

　
　

　
　

後
、

保
険

料
(
税

)
　

　
　

　
　

　
を

算
定

　
　

仮
算

定
…

本
算

定
の

前
に

、
　

　
　

　
　

　
前

年
度

の
所

得
と

　
　

　
　

　
　

資
産

を
も

と
に

保
　

　
　

　
　

　
険

料
(
税

)
を

仮
に

　
　

　
　

　
　

算
定

調
整

方
針

協
議

項
目

協
議
細
目

　
国

民
健

康
保

険
料

（
税

）

各
務

原
市

川
島

町
調

整
方

針

　
応

能
・

応
益

割
の

比
率

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

（
５

５
：

４
５

）
の

例
に

よ
る

。
　

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

旧
市

町
の

例
に

よ
る

。

2
0
0
3
/
8
/
2
5
 
1
8
:
1
7

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



確 認 事 項 

第５回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第１８号 

 

 

 

地方税の取扱いについて（継続協議事項） 

 

 

地方税については、原則として各務原市の制度に統一するものとする。

 

・都市計画税については、各務原市の例による。ただし、合併特例法

第１０条第１項の規定を適用し、不均一課税を実施する。なお、不均

一課税の方式については、以下の２案を提案する。 

①合併する日が属する年度及びこれに続く５年度で、段階的に調整

する。 

②合併する日が属する年度及びこれに続く３年度は、賦課を行わず、

その後の２年度で段階的に調整する。 

 



《参考》 

 

 

地方税の取扱いについて（承認事項） 

 

 

 

地方税については、原則として各務原市の制度に統一するものとする。

各税目の取扱いについては以下のとおりとする。 

１．個人市民税については、各務原市の例による。ただし、均等割につ

いては合併特例法第１０条第１項の規定を適用し、合併する日が属

する年度及びこれに続く３年度は、現行の基準に基づく
．．．．．．．．．

不均一課税

を実施する。 

２．法人市民税については、各務原市の例による。ただし、法人税割に

ついては合併特例法第１０条第１項の規定を適用し、合併する日が

属する年度及びこれに続く３年度で、段階的に調整する
．．．．．．．．

不均一課税

を実施する。 

３．固定資産税については、各務原市の例による。 

４．軽自動車税については、各務原市の例による。 

５．市たばこ税については、各務原市の例による。 

６．入湯税については、各務原市の例による。 
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提案日 協議状況 承認日 調整方針

1 H15.6.25 承認 H15.6.25
羽島郡川島町を廃し、その区域を各務原市へ編入する
編入合併とする

2 H15.6.25 継続協議 【提案】平成17年（2005年）1月までとする

3 H15.6.25 継続協議 【提案】「各務原市」を基本とし、協議を継続する

4 H15.6.25 承認 H15.6.25 現各務原市役所の位置とする

5 H15.6.25 承認 H15.6.25
両市町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて
新市に引き継ぐものとする

提案日 協議状況 承認日 調整方針

6 H15.7.9 承認 H15.8.8
合併後、編入された区域の住民の意見を新市の行政に
反映させるため、合併特例法の「在任特例」及び「定数
特例」を適用するものとする

7 H15.7.9 承認 H15.7.9

川島町農業委員会は各務原市農業委員会に統合する
合併特例法の規定を適用し、川島町の農業委員のう
ち、選挙で選出された12人は、各務原市の農業委員の
在任期間だけ在任する

8 H15.7.9 継続協議

【協議内容】原則として各務原市の制度に統一する。
ただし、個人市民税の均等割、法人市民税の法人税割
及び都市計画税については、不均一課税を実施する。
都市計画税の不均一課税の方法については専門部会・
幹事会において協議中

9 H15.7.9 承認 H15.7.9
川島町の定数内の職員は、すべて各務原市の職員とし
て引き継ぐものとする

10 ※事務レベルで、計画素案を作成中

提案日 協議状況 承認日 調整方針

11 H15.7.9 承認 H15.7.9

(1)川島町の常勤の特別職（三役及び教育長）及び執行
機関の委員（教育委員会の委員等）については、合併
の前日をもって失職する
(2)付属機関等の委員については、法令等に定めのある
場合は、その規定を適用する
なお、該当規定のない場合は、両市町の長が別に協議
して定めるものとする

12 H15.8.8 承認 H15.8.8

条例、規則等は、各務原市の条例、規則等を適用す
る。
ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえて、条例、規
則等の新規制定、一部改正等を行うものとする

13

14

15

16

17

18 H15.8.8 継続協議
【提案】川島町内の町の名称を変更する。
川島町内の現行の町の名称の前に「川島」を付したもの
を変更後の町の名称とする

19

20 H15.8.8 承認 H15.8.8
国民健康保険料（税）の賦課業務に関しては、原則とし
て各務原市の現行制度に統一するものとする

21

合併特例法に規定されている協議項目

その他必要な協議項目

基本的協議項目

「合併協議項目」の協議状況  (H15.8.8現在)

協議項目

合併の方式

合併の期日

新市の名称

新市の事務所の位置

財産の取扱い

議会議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会の委員の定数及び任期
の取扱い

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

新市建設計画

協議項目

特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い

使用料、手数料の取扱い

公共的団体の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

町名、字名の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

協議項目

介護保険事業の取扱い
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（１）友好都市提
携・国際交流事業

（都市交流） H15.8.8 承認 H15.8.8
現在両市町で行っている国際・国内都市交流について
はこれを尊重し、新市においても継続する

H15.8.8 承認 H15.8.8
広報紙、ウェブサイト（ホームページ）、まちづくりを語る
会、市民相談などの各種広報広聴関係事業について
は、各務原市に統一する

（５）交通関係事業
（コミュニティバ
ス）

H15.8.8 承認 H15.8.8
旧川島町区域の住民サービスの低下を防ぎ、市役所本
庁舎への交通アクセスを確保するため、市ふれあいバ
スに（仮称）川島線を新設する

（１４）建設関係事
業

（都市計画） H15.8.8 承認 H15.8.8
合併後速やかに岐阜都市計画区域内の川島町地域を
各務原都市計画区域に変更するとともに、その内容を
見直し、一体的な都市基盤整備を図る

（２）電算システム事業

（３）広報広聴関係事業

（１７）社会教育事業

（９）児童福祉事業

（１０）その他の福祉事業

（１１）環境事業

（１２）農林水産関係事業

（１３）商工・観光関係事業

（１５）上・下水道事業

（１６）学校教育事業

（４）消防防災関係事業

（６）保健事業

（７）障害者福祉事業

（８）高齢者福祉事業

各種事務事業の取扱い
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